
 
 

 

不適切な服務管理 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月４日から同年７月10日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

教育庁 

 教育振興室高等

学校課 

 

 下記について、特別休暇（親族の喪に服する場合）の対象とならないものを

承認していた。 

 

続柄 休暇承認日 

配偶者のおじ 平成29年８月31日及び同年９月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じ

るとともに、法令等に基づき、適正な事務処理

を行われたい。 

 

【職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条

例】 

（特別休暇） 

第15条 任免権者は、職員が次の各号のいず

れかに該当する場合には、当該各号に定め

る期間の特別休暇を与えることができる。 

 六 前各号に掲げるもののほか、人事委員

会規則で定める場合 人事委員会規則で

定める期間 

 

【職員の勤務時間、休日、休暇に関する規則】 

（特別休暇） 

第10条 条例第15条第６号の人事委員会規則

で定める場合は、次の各号に定める場合と

し、同号の人事委員会規則で定める期間は、

当該各号に定める期間とする。 

 六 親族の喪に服する場合 別表第５に定

める日数以内で必要と認める期間 
 
別表第５（第10条関係） 

死亡した者 日数 
父母、配偶者、子 ７日 
祖父母、兄弟姉妹、父母の配偶者、
配偶者の父母 

３日 

孫、子の配偶者、配偶者の子、祖
父母の配偶者、配偶者の祖父母、
兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟
姉妹、おじ又はおば、おじ又はお
ばの配偶者 

１日 

備考 
 ４ 遠隔の地に赴く必要がある場合には、
実際に要した往復日数を加算することが
できる。 

 

 

 検出事項について、特別休暇を取り

消し、年次休暇として処理を行った。 

 また、教育振興室の職員全員に「服

喪休暇に係る親族図（平成22年１月１

日制度改正後）」をメール送信し、周

知を図った。 

 今後は、庶務担当者が毎月の出勤簿

チェックを行う際、服喪休暇の記載内

容の確認を行うこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月23日） 

 

 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

旭高等学校 

 

 職員等が物品購入のため購入先店舗へ出張する際、及び借上車（タク

シー）を使用して生徒を病院へ搬送するための付添いを行う際に、旅行

命令手続を行っていないものがあった。 

 

旅行日 出発地 目的地 用務 

平成29年10月

31日 

（非常勤職員

１名） 

旭高等学校 茨木市上郡２丁目 物品購入 

平成30年２月

28日 

（職員２名） 

旭高等学校 

借上車（タクシー）

使用 

大阪市都島区東野

田町２丁目 

生徒の搬

送 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、法

令等に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

【職員の旅費に関する条例】 

（旅行命令等） 

第４条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は

旅行依頼を行う者（以下「旅行命令権者」という。）の発す

る旅行命令等によって行われなければならない。 

２ 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡

手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場

合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、

旅行命令等を発することができる。 

 

【大阪府立高等学校等処務規程】 

（出張） 

第13条 校長は、公務のため職員を出張させようとするとき

は、前日までに所要の手続をしなければならない。ただし、

急を要する場合は、この限りでない。 
 

 

タクシー使用の場合も出張の

手続が必要であることを職員に

周知徹底した。 

今後は、法令等に基づき適正

な事務処理を行う。 


